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1日(月)･8日(月)･10日(水)･
15日(月)･22日(月)･30日(火)

1日(月)・8日（月）・15日（月）・
22日（月）・30日（火）

メロディーカフェ
日4月３日(水)・5日(金)・
10日(水)・12日(金)・17
日(水)・19日(金)�・24日
(水)・26日(金)
いずれも10：30～15：30
パンの販売：毎週金曜日
11時から（完売次第終了）

母の日プレゼント講習会
　ワイヤーのかごにアーティフィ
シャルフラワー（造花）のカーネー
ションを使ってアレンジメントを
作りプレゼントしませんか？
日５月11日（土）9:30～11:30
場２階多世代交流ホール
対小学1～6年生
定10名（申込み順）
費600円
持筆記用具
申・問４月20日
（土）９時から多世
代交流学習館へ
（電話申込み可）。

クラフトテープでバック作り教室
　人と環境にやさしい素材のクラ
フトテープでバックを作ろう。
日4月12日・19日・26日（全３回）
いずれも金曜日10：00～12：00
場２階研修室　対16歳以上
定10名　費1,500円（教材費）
持洗濯ばさみ（10個ぐらい）
申4月2日（火）13時から多世代交
流学習館へ（電話申込み可）。

多世代交流学習館 「子ども読書の日」
日４月27日（土）
13：30～14：00

【講演】 ひらいてワクワク　めくっ
てドキドキ　私の本選び

おはなしランド
日4月13日・27日　
いずれも土曜日　14:00～15:00
場2階研修室　費無料。直接会場へ。

【エローラこども自然塾】
プールのヤゴ救出大作戦！
日5月11日(土)10:00～11:30
（5月10日(金)12時の天気予報で、
雨天予報の場合は中止を決定）
場金杉小学校プール(金杉小学校
正門集合)
定小学生15名(小学3年生以下は
保護者同伴、申込み順)　費無料
持筆記用具、うわばき、魚網、飼育
ケース又は空ペットボトル
※�動きやすく汚れてもよい服装で
ご参加ください。

申・問4月6日(土)10時から電話で
中央公民館へ。

作って遊ぼう
日①4月13日「桜のポストカード」
②27日「スライム」�
いずれも土曜日　15：00～15：30

場2階研修室　費無料。直接会場へ。

中央公民館　図書室
貸出休止日：公民館休館日・29日(月・祝)　　図書貸出時間 9:00～16:30

多世代交流学習館　図書室
貸出休止日：学習館休館日　図書貸出時間�9:00～20:00

人生は７０歳からが一番面白い 弘兼　憲史�著
いつかまた、ここで暮らせたら 大崎　百紀�著
暗殺 赤川　次郎�著
一夜（隠蔽捜査１０） 今野�敏�著
音のサイエンス 藤子・F・不二雄

キャラクター�原作

生涯学習・スポーツ
～あなたの学びを
　　　　　応援します～

黄色い家 川上　未映子�著
秘密の花園 朝井　まかて�著
PHOTO�ARK�生命の賛歌
～絶滅から動物を守る撮影プロジェクト～

ジョエル・サートレイ
写真・著

くるくるまわる回文ニュース あべ　弘士�文・絵
せとちとせ�回文

鉄道のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイティブ�刊

① ②

多世代交流学習館 メロディー
☎991-2338

【講師】 金
かね

子
こ

�隼
じゅん

也
や

さん（学生ボランティア）
対・定参加自由。
場２階研修室　費無料。直接会場へ。

古本市、図書ボランティアによる
バザー
日5月4日（土・祝）・5日（日・祝）
いずれも10：00～16：00
場1階ホール

中央公民館
☎992-1321

休
館
日

休
館
日
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広
告 ㈱セレモニーすずき

●地域最安値99,000円(税込)より●

まつぶし出前講座「町民編」
町民講師を募集！

場Ｂ＆Ｇ海洋センター　対16歳以上の方
費300円(保険代など)。マッピー
メンバーシップの割引適用あり。

申実施日に開催会場で直接申込み
問Ｂ＆Ｇ海洋センター

こどもニュースポーツ教室
日4/27（土）9:00～
場Ｂ＆Ｇ海洋センター
対小学生以上の方（1名から参加可。
親子可）　費無料
マッピー軟式庭球部
日4/10、17、24
いずれも水曜日�11:00～13:00
場松伏記念公園テニスコート
対60歳以上の男性
費300円(保険代など)。マッピー
メンバーシップの割引適用あり。

1日(月)・8日（月）・15日（月）・
22日（月）・30日（火）

トレーニング講習会（要予約）
日4月28日(日)�13:30～1時間程度
内エアロバイク・多目的マシーン
の使用方法（要予約）�
対16歳以上の方
定10名(申込み順)　費無料　
申・問4月24日(水)までにＢ＆Ｇ
海洋センターへ（電話、代理人によ
る申込み不可）。

気楽に遊び体
日4月13日(土)�9:00～11：00
場１階アリーナ
対どなたでも（1人でも可）
費無料
持運動のできる服装、体操シューズ

【今月の種目】さいかつぼーる、ミ
ニテニス、吹き矢(スポーツ)ほか。

【主催・指導】松伏町スポーツ推進委員
問Ｂ＆Ｇ海洋センター

松伏町スポーツ推進委員募集
　町では、町民がスポーツに親し
み、楽しむためのお手伝いをする
スポーツ推進委員を委嘱していま
す。現在は、定員15名で10名の方
が活躍をしています。町のスポー
ツ振興のため、一緒に活動しませ
んか。ぜひご応募ください。
対町内在住、在勤で、スポーツに関
する深い関心と理解があり、職務を
行うのに必要な熱意をお持ちの方

【職務】地域でのスポーツ指導者、
行政とのパイプ役。主な活動は、体
力測定、ウォーキング、ロードレー
ス大会への協力のほか、月１回の
定例会、気楽に遊び体など。

【募集人数】5名
【任期】委嘱の日から令和8年3月
31日まで

【報酬】年額28,100円
問B＆G海洋センター

令和６年度スポーツ安全保険
加入受付
対スポーツ活動や文化活動などを
行う４名様以上の団体

【対象となる事故の範囲】団体管理
下での活動中(国内)と団体活動へ
の往復中の事故など

【掛金】中学生以下800円・1,450
円・11,000円
高校生以上800円～11,000円
※活動内容により異なります。

【保険期間】2024年4月1日～
2025年3月31日

【補償内容】傷害保険・賠償責任保
険・突然死葬祭費用保険
※�加入区分により補償金額は異な
ります。

総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏」
①健康ヨガ（9:40～）
日 �4/7、14、21� いずれも日曜日
②バランスボール教室（11:30～）
日 �4/2（火）、23（火）、29（月・祝）�
③エンジョイ・ダンス（9：40～）
日4/3、24　� いずれも水曜日
④絵手紙教室（10:00～）
日4/11、25�　� いずれも木曜日
⑤ケンコー体操教室（11:30～）
日4/5、12、19、26�いずれも金曜日
⑥松伏吹き矢道場（13:30～）
日4/12、26　　�いずれも金曜日

Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎992-1291

⑦体幹トレーニング（11:20～）
日4/13(土)
⑧ピラティス教室（11:30～）
日4/6、20　� いずれも土曜日

教育文化振興課
☎ 991-1873

　まつぶし出前講座には、町民が
講師となり実施する「町民編」と、
町職員が講師となり実施する「役
場編」があります。
　この度、冊子の改訂（7月末発行
予定）に伴い、新たにボランティア
講師となっていただく方を募集し
ています。
　皆さんの活動や経験、特技などの
得意分野を活かす絶好の機会です！

【講師登録対象者】町内に在住・在
勤・在学する方

【講座内容】ご自身の知識や得意分
野を活かす講座を実施。

【改訂冊子への掲載】5月31日(金)
受付分まで。
※締切後も常時募集。
申・問教育文化振興課

申スポーツ安全協会のホームペー
ジ上の「スポあんネット」へのリン
クから申込み。
※�詳しくは、松伏町B&G
海洋センター・公益財
団法人スポーツ安全協会で配布し
ている「スポーツ安全保険のしお
り」をご覧ください。

問公益財団法人スポーツ安全協会
埼玉県支部　☎048-779-9580

休
館
日
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広
告生きる活力は

笑顔ある暮らし！

通常規模通所介護施設

大川戸1747-1　048-940-6136

デイサービス
穂の華

松伏町文化・スポーツ推進
奨励金の交付

　町では、文化活動やスポーツ活動
において、県大会などの予選会を経
て全国大会等に出場する個人や団
体の出場費用（交通費や宿泊費）の
一部として奨励金を交付します。さ
らなる活躍を応援し、子どもから高
齢者まで心身ともに健やかに暮ら
すための文化活動や生涯スポーツ
活動を推進してまいります。

※�詳細は、各担当にお問い合わせ
ください。

問【文化推進奨励金】　教育文化振興課
☎991-1873　FAX991-1902
【スポーツ推進奨励金】　B＆G海洋センター
☎992-1291　FAX992-1294

大会の
区分 個人 団体

(３人以上)
全国大会 １万円 ３万円
国際大会 ３万円～

５万円
６万円～
１０万円

松伏町春季テニス大会参加者募集

伝統文化いけばな子ども教室

日5月12日(日)8：00～(予定)
　予備日5月19日(日)
場松伏記念公園テニスコート

【種目】男子ダブルス・女子ダブル
スとも（選手権の部、初級の部）
対町内在住・在勤・在学の方、松伏
町テニス協会員
費1組3,000円（町テニス協会員は

日6月9日、7月7日、8月4日、18日、
9月1日、15日、10月20日、11月
10日（いずれも日曜日）、12月21
日（土）（全9回）　①9：30～10：30
②11：00～12：00のいずれか
※日程は変更になる場合もあります
場多世代交流学習館
内いけばなの基本から季節のイベ
ントに合わせて楽しく学びます。
終了書贈呈。展示発表会開催。資格
取得できます。
対小～中学生とその保護者（子ど
もだけの参加可　定20名　
費１回1,200円（花材費実費)�
他文化庁伝統文化親子教室委託事業
申・問鈴木　☎050-5883-6411

サークル・団体の催し・募集

健康大学受講生募集
対町内在住60歳以上の方
内書道、絵手紙、フォークダンス、
太極拳、手工芸、舞踊、カラオケ、生
け花、民謡（各講座月1回開講、日程
は申込み時に要確認。）

【受講期間】6月～翌年2月�9回(予
定)
場北部サービスセンター
費無料（※1人3講座まで受講可）
申4月8日（月）～19日（金）�(土・日
曜日を除く)�に、いきいき福祉課
又は北部サービスセンターへ、申

＜町の募集＞

募 　 　 集

町史編さんだより

宿泊費の一部助成を利用して
新緑の新潟県湯沢町へ！

　教育委員会では松伏町の旧石器時代から現代に至るまでの歴史を
調査し、「松伏町史」という本にまとめて未来に伝える町史編さん事
業を実施しています。
＜事業報告（令和5年9月〜令和6年2月開催分＞
①町史編さん委員会（11月　町史編さん事業報告）②町史編集委員会
（1月　『文化財編�石造物・絵馬・指定文化財』刊行決議）③考古部会
（10月、12月　通史編方針会議）④古代中世部会（12月　通史編方針会
議）⑤近世部会（11月　通史編編方針協議）⑥近現代部会（9月、12月　
通史編方針会議）⑦石造物絵馬部会（毎月　『文化財編�石造物・絵馬・
指定文化財』編集会議）⑧自然部会（11月　通史編方針会議）
＜ご協力のお願い＞
　町史編さんに役立てるため、皆さんが所蔵する古い資料の寄贈を受
け付けています（寄託、一時預かりでも構いません）。古文書（昭和40年
代頃まで）、写真などが松伏町史を作り上げます。古文書については、
一点ごと専用封筒に入れて文書名を付記して目録とともにご返却し
ます。
※�現在、民具は所蔵スペースの関係から寄贈を受け付けておりません。ご了承ください。
問教育文化振興課

対指定宿泊施設に宿泊料金を支
払って宿泊した方、町内に居住し、
住民登録している方

【助成額】大人(中学生以上)�2,000円
子ども(小学生以下)�1,000円
※�受付日を基準に1人
1年度1回まで

問教育文化振興課

更に1名につき250円引）
他集合時間、組合せは5月4日（土）
以降に連絡します
申・問4月19日（金）までに住所・氏
名・電話番号を明記の上、メールで
お申込みください。

tennis_association_murata@
yahoo.co.jp（テニス協会村田）
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小町(大)

松伏町 高齢者配食サービス事業 指定 事業者
栄養バランスのとれた日替わりお弁当を見守りを兼ねてお届けいたします。

初
回

無
料
試
食

で
き
ま
す

週1回～
　お届け◎

TEL受付時間  
9:00～17:00(月曜～土曜)048-993-4302

当店の通常のお弁当、塩分控えめお弁当。

たんぱく質の摂取計算が必要な方向け。

糖質、カロリー計算が必要な方向け。

食べ物を噛むことが困難な方向け。

昼食と夕食をお届けします。
(※お時間の指定は出来ません)

日曜日は午前中のみの配達

広
告

普通救命講習Ⅰ及びⅡ

自治会に加入しましょう

地域資源マップをご活用ください

緊急時通報システムを貸与します

日5月12日(日)
9：00～12：00（Ⅱは13：00）
場吉川消防署
内成人を対象とした心肺蘇生法や
AED、異物除去、止血法など。
定30名　費無料
申4月22日(月)～5月2日(金)
問吉川松伏消防組合警防課
　☎048-982-3968 　自治会では、防災や防犯、生活環

境の整備や、イベントを通じて親
睦を深めるなど、地域で支え合う
ことの大切さが見直されていま
す。
　自治会へ加入すると「役員の当
番」「会費の負担」「行事の参加」な
どの負担も生じます。しかし、住み
よい地域にするには地域住民の皆
さんの協力が欠かせません。また、
自治会加入者が増えることで、一
人ひとりの負担も軽減されます。
自治会に加入することで、災害時
には、ご近所の助け合い（共助）が
力を発揮します。自治会を通し
て、いざという時の地域のつなが
り「生命・幸せのネットワーク」を
作ってみてはいかがですか？
　町では、自治会が開催するイベ
ントの必要経費を一部補助してい
ます。
　自治会に関するお問い合わせや
相談は、総務課へ。
問総務課　☎991-1895

　高齢者が住みなれた町でこれか
らもいきいきと暮らすため役立て
ていただくことを目的としてい
る令和６年度版「松伏町地域資源
マップ」を発行します。

【掲載内容】町の健康に関連する事
業や地域サロンやボランティアグ
ループ等の活動場所、健康増進の
ためのサークルや団体等。

【配布場所】役場、北部サービスセン
ター、ふれあいセンターかがやき、保
健センター、中央公民館、Ｂ＆Ｇ海洋
センター、多世代交流学習館、外前野
記念会館、まつぶし緑の丘公園
問いきいき福祉課　☎991-1882
社会福祉協議会　☎991-2700

　緊急時にボタンを押すだけで、
コールセンターを通して消防署に通
報ができる装置を一人暮らしの高齢
者等に貸与します。令和６年度より
携帯型の機器の貸与を開始します。
対慢性疾患等により緊急時の対応
に不安を抱える方で次のいずれか
に該当する方
①65歳以上の一人暮らしの方
②�障がいの程度が１級から３級ま
での身体障害者手帳の交付を受
けている一人暮らしの方
③�家族の就労等のため上記と同様
となる方

【個人負担額】固定型300円／月　
携帯型1,180円／月
※�３か月に１回、ご指定の口座か
ら引き落とし

【利用方法】①役場窓口で申請②地
域包括支援センターの職員が訪問
調査③委託業者が機器を設置

【申請・問合せ】
いきいき福祉課　☎991-1882
北部サービスセンター　
☎992-1777

＜その他の募集＞

込み用紙を郵送又は持参してくだ
さい。申込み順ではありません。定
員を超えた場合は抽選を行いま
す。

【申込用紙】北部サービスセンター
又はいきいき福祉課窓口にて配
布。
問北部サービスセンター　
☎992-1777

＜町のお知らせ＞

お  知  ら
 せ

職員が着用する名札を変更します

令和６年春の全国交通安全運動
４月６日（土）～15日（月）

　町では、職員のプライバシーに
配慮するため、４月１日から職員
が着用する名札の表記を「フル
ネーム」から「名字のみ」に変更し
ます。また、来庁される様々な方が
分かりやすいように「ふりがな」と
「ローマ字」も追記します。

問総務課　☎991-1896

問総務課　☎991-1895

日時 場所
4/9(火)
15:00～

いなげや松伏店
駐車場

4/11(木)
15:00～

カインズホーム
松伏店駐車場

【スローガン】人も車も自転車も　
安心・安全　埼玉県

【町重点目標】
自転車の安全利用の推進

【交通安全運動フェスタ】
日４月６日(土)13:30～
場イトーヨーカドー三郷店

【店頭キャンペーン】
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広
告わたしたちの介護保険

ケアプラン作成・介護相談は無料です。

令和６年４月から
国民年金保険料が変わります

国民年金学生納付特例制度に
ついて

公募制補助金の申請を受付中

令和６年度　後期高齢者医療保険
料の特別徴収（年金天引き）について

　令和６年度の国民年金保険料は
月額16,980円になります。
　金融機関又はコンビニエンスス
トアで納付、または便利な口座振
替やクレジットカードでの納付。
なお、まとめて前払いすると割引
が適用されます。
問住民ほけん課　☎991-1870

　学生の方も20歳になった時か
ら、国民年金に加入し保険料を納
めることになります。しかし、本人
の前年の所得が一定以下の方で納
付することが困難な場合は、在学
期間中の保険料が猶予される「学
生納付特例制度」を申請により受
けることができます。早めに手続
きをしてください。
　また、学生納付特例制度は過去
に遡って申請することができます
（最長2年1か月）。
▶学生納付特例期間の承認を受け
た方
　この特例期間については、老齢基
礎年金の年金額に反映されません。
　そこで、承認を受けた期間で10
年以内の期間であれば、遡って納
めることができる「追納」制度があ
り、追納することで反映されます。
　ただし、追納する場合の保険料
額は、承認を受けた期間の翌年度
から起算して、3年度目以降から

　本制度は、松伏町内に活動拠点
を有するなどの一定条件を満たし
た『団体』が、松伏町の活性化に
つながるような事業を企画・実施
し、その事業に町が補助金を交付
するものです（※5団体まで。審査
があります。）。

【申請期間】4月1日(月)～5月31日(金)
【対象団体】定款、規約、会則その他
これらに準ずるものを有している
団体、町内に活動拠点を有する団
体、公共の福祉に反しない団体

【対象事業】次の①～④を総合的に
勘案し、審査を行います。
①�町内で実施される事業
②町内外の参加が見込まれる事業
③公益的・公共的な事業
④�国や町等から別の補助金を受け
ていない事業

【補助上限額】５万円
【補助率】補助対象経費の２分の１
以内

【応募要項等の配布】役場、北部
サービスセンター、まつぶし緑の
丘公園、中央公民館、B&G海洋セ
ンター、多世代交流学習館
※�詳しくは、町ホームページ又は
企画財政課窓口へ。

問企画財政課
☎991-1818

▶新たに特別徴収が始まる方
次のとおり、「特別徴収開始通知書
（仮徴収）」を送付しました。

　なお、４・６・８月の保険料額は、
前年度の保険料をもとに仮算定し
たものです。

徴収開始月 通知書送付時期
４月～ ２月中旬に送付済
６月～ ４月下旬（予定）
８月～ ６月下旬（予定）

高齢者福祉計画・第９期介護
保険事業計画を策定しました

�令和６年度から令和８年度に「地
域共生社会の実現」に向けて高齢
者の生活を支援するための本町の
取り組む計画を策定しました。詳
しくは、町ホームページをご覧く
ださい。
問いきいき福祉課
☎991-1889

埼玉県収入証紙代金の
還付申請について

　埼玉県収入証紙は、令和６年３
月末で利用を終了しました。お手
元に未使用の証紙を保有される方
は、令和10年12月末までの間、証
紙を返還して、証紙代金の還付を
受けることができます。
　還付をご希望の際には、「埼玉県
証紙返還・証紙代金還付申請書」を
ご記入の上、証紙とともに埼玉県
出納総務課(☎048-830-5714)
までご提出(郵送又は持参)くださ
い。なお、証紙代金の還付は口座振
込となります。
　詳しくは県ホームペー
ジをご覧ください。
問会計室　☎991-1805

▶ 昨年度から引き続き特別徴収で
納めていただく方
　４・６・８月分の保険料額は、昨
年７月に送付した「特別徴収開始
通知書（本徴収）」にて仮の保険料
額をお知らせしています。
問住民ほけん課　☎991-1884

承認当時の保険料に加算金額が上
乗せされます。

【手続きに必要なもの】
①国民年金手帳又は基礎年金番号
通知書②学生証若しくは学生証の
表裏の写し又は在学証明書（令和
7年3月31日までの有効期限が確
認できるもの）
※�本人以外が申請する場合、来庁者
の本人確認書類が必要です。ま
た、申請人と代理人の方が別世帯
の場合は委任状が必要です。

問住民ほけん課　☎991-1870
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本社 越谷市蒲生寿町 19-17 

工場 松伏町築比地 801-12 
ＨＰをご覧ください 

 

 

 

  

屋 根  外 壁  雨 樋  雨 漏 り
葺き替え、カバー工法、交換、修理 24 時間 365 日受付 

調査・点検・見積り無料 

 

  

【引っ越し費用】婚姻に伴う引っ越
し業者や運送業者への支払い
※�助成には条件、所得制限等があ
ります。

問すこやか子育て課
☎991-1876

新婚さんの新生活を応援します
～結婚新生活支援事業～

土地や家屋の価格の縦覧
固定資産税台帳の閲覧

町道の破損などをお知らせ
ください

令和６年度就学援助制度

農業用用排水路の維持管理費の
一部を補助します

【居住費】松伏町内の物件の取得
費・賃料・共益費・敷金・礼金・仲介
手数料

▶土地や家屋の価格の縦覧
　固定資産税の納税者は、土地価格
縦覧帳簿、家屋価格縦覧帳簿により、
町内の土地・家屋の価格を縦覧でき
ます（所有者情報は掲載なし）。
日 4 月 1 日 ( 月 ) ～ 5 月 3 1 日
(金)8:30～17:15(土・日曜日及び
祝日を除く)
場税務課　費無料

【縦覧できる方】固定資産税(土地
及び家屋)の納税者（同一世帯の親
族を含む）・代理人
持本人確認書類、委任状（代理人の
場合）
▶固定資産税台帳の閲覧
　固定資産税の納税義務者は自己
の所有する固定資産について、課
税台帳（名寄帳）の写しを受け取る
ことができます。また、借地人・借
家人は借地・借家物件のみの価格
等が記載されている課税台帳の写
しを受け取ることができます。
日通年�8:30～17:15(土・日曜日
及び祝日を除く)
場税務課（郵送による申請も可）
費縦覧期間中は無料（期間外は所
有者毎に100円及び借地人・借家
人は縦覧期間にかかわりなく土
地5筆・家屋5棟毎にそれぞれ300
円）【閲覧できる方】固定資産税の
納税義務者（同一世帯の親族を含
む）・代理人、借地人・借家人（借用
にかかる固定資産のみ）
持本人確認書類、委任状（代理人の
場合）、借地・借家契約書（借地人・
借家人の場合）
問税務課　☎991-1831

　町では、皆さんが安全で快適に
通行できるように、日ごろから道
路パトロールを行い、道路や側溝
の破損などを発見した場合は適宜
修繕を行っています。
　しかし、町内全域の危険箇所を
確認することは難しい状況です。
　道路の穴や側溝の破損等を発見
した場合は、至急まちづくり整備

　小･中学生のいるご家庭で､次の
いずれかの要件に該当する保護者
に審査のうえ就学費用を援助しま
す。

【要件】①生活保護は受けていない
が､援助を必要とする状況にある
保護者②世帯が非課税等､経済状
況がよくないと教育委員会が認め
た保護者
※ 昨年度に就学援助の認定を受け

た方や新入学児童生徒学用品費
等の入学前支給を受けた方も､
毎年度申請手続きが必要です。

【援助する費用】学用品費､通学用
品費､学校給食費､校外活動費､修
学旅行費など

【申請期間等】4月8日(月)〜令和7
年2月28日(金)
4月30日(火)までに申請して認
定された場合は4月認定、5月1日
(水)から令和7年2月28日(金)ま
での申請は申請月の翌月からの認
定となります。
※ 申請書に記入していただく同一

生計世帯員には、住民登録上、別
世帯でも同じ住所に住民登録が
ある全員の方が該当し、単身赴
任等により別居中の家族や児童
生徒と同居する祖父母・叔父叔
母なども含まれます。

【必要なもの】印かん(認印)､振込
先口座の通帳又はカード（町内金
融機関のもの）
申・問教育総務課　☎991-1864

【補助対象団体と対象活動】
　農業団体や地域の団体等が農業
用用排水路の「泥上げ」に要する経
費（ただし、最低100m以上を実施
する活動が対象）

【補助金額】1m当たり150円（ただ
し、1団体当たり1年度につき3万
円限度）※補助金は予算の範囲内
で交付します。

【申請方法】申請書に必要事項を記
入し、事業計画書を添付して環境
経済課へ提出してください。
問環境経済課　☎991-1853

課にご連絡ください。
　町民の皆さんからの情報提供を
お願いします。
※�スマートフォンやPCから道路
損傷等を通報でき
るサービスを開始
しました。

問まちづくり整備課
☎991-1823
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問合せ
企画財政課 ☎991-1815
教育文化振興課 ☎991-1873

　本町を含む埼葛市町では、毎年４月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、部落差別に対する正し
い理解の妨げとなっている「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。
▶「えせ同和行為」とは
　部落差別の解消を口実に、個人、企業、行政機関などに対して「図書等物品購入の強要」や「寄附金・賛助金
の強要」など、不法・不当な行為や要求をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人が被害に遭うだけでなく、部落差別に対する誤った認識を植えつ
け、新たな偏見や差別意識を生む要因となり、部落差別解消の大きな阻害要因となる許されない行為で
す。
▶えせ同和行為は断固拒否しましょう
　えせ同和行為の要求に応じる必要はありません。その場しのぎの安易な対応は、かえって相手につけ込
まれます。終始、き然とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。
▶部落差別に対する正しい理解を深めましょう
　部落差別とは、被差別部落に「住んでいる」あるいは「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見
により、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権が侵害されるという、日本の歴史の中で
生み出され、現在もなお存在する我が国固有の重大な人権問題です。埼葛市町では「部落差別の解消の推
進に関する法律」や「埼玉県部落差別の解消の推進に関する
条例」を踏まえ、部落差別に対する正しい理解が図られるよ
う、人権教育・啓発活動を推進しています。

法務省：えせ同和行為を排除するために

えせ同和行為を排除しましょう  ―埼葛えせ同和行為対策強化月間―

進学準備資金の貸付けに
利子補給を行います

対次の全てに該当する方
①�松伏町に住民登録していて、現
に町内に在住している保護者
②�高等学校及び大学等に進学する
ことが確実である者の保護者
③�独立行政法人日本学生支援機構
及び埼玉県社会福祉協議会の生
活福祉資金制度等の就学資金の
貸付けを受けていない者
④�町県民税、固定資産税、軽自動車
税及び国民健康保険税を完納し
ている者（納期限が到来してい
るものに限る）

※毎年度申請手続きが必要です。
【利子補給額】支払利子の総額（上
限5,000円）

【必要書類】進学準備資金貸付決定
通知書の写し、貸付償還予定表の
写し、融資の償還が確認できるも
の、在学証明書
申・問教育総務課　☎991-1807

その悩み、解決できるかもしれません
「子どもスマイルネット」

　「子どもスマイルネット」は、子ど
も（原則18歳未満・高校生は対象）
に関わる様々な悩みについて、電話
相談を受ける埼玉県の窓口です。

問県福祉部こども安全課
☎048-834-8755

＜県のお知らせ＞

第36回春日部大凧マラソン大
会に伴う交通規制

　５月４日(土・祝)は、マラソン大
会開催により、次の区間で一時交
通規制が実施されます。
【規制時間】10:00～11:40
【交通規制】Ｌ～Ｍ～Ｏ、M～N

問春日部大凧マラソン大会
実行委員会事務局
☎048-739-6812

＜その他のお知らせ＞

電話がかかってきてこんな言
葉を言われたら注意してくだ
さい！ 
①�「還付金がある」という電話は詐欺！
→�ＡＴＭで還付金の手続きは
出来ません。
②�「キャッシュカードを預かり
ます」という電話は詐欺！
→�警察官や銀行職員が預かり
に行くことはありません。
③�「コンビニでカードを買って番号
を教えて」という電話は詐欺！

→�サイトの未納料金を求めるメー
ルは詐欺を疑ってください。

★ 不審な電話がかかってきた
ら一人で悩まず相談を！

吉川警察署からの
お知らせ

４月１日から相続登記の申請
が義務化されます

　正当な理由なく、義務に違反し
た場合、10万円以下の過料が科さ
れることがあります。令和６年４
月１日より前に発生した相続も対
象となります。
　詳しくは、さいたま地方法務局
ホームページをご覧ください。
問さいたま地方法務局
☎048-851-1000

とりしまリコ部長 なまちまもる巡査

振り込め詐欺に要注意!!

吉川警察署からの
なまちまもる巡査

吉川警察署からの
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